
 

 

 

 

令和３年１０月臨時会 

 

 

 

綾 川 町 議 会 会 議 録 
 

 

（ 第 ７ 回 ） 

  

 

令和３年１０月 ８日開会 

令和３年１０月 ８日閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

綾 川 町 議 会 

 

  



1 

令和３年 第７回 綾川町議会臨時会会議録 

 

綾川町告示第２０５号 

  令和３年１０月 ８日綾川町議会議場に第７回臨時会を招集する。 

         令和３年１０月 ７日 

 

綾川町長  前 田 武 俊 

 

 

開会  令和３年１０月 ８日 午前１０時００分 

閉会  令和３年１０月 ８日 午前１１時２４分（会期１日間） 

 

第１日目（１０月８日） 

出席議員１６名 

   １番  三 好 東 曜 

   ２番  松 内 広 平 

   ３番  十 河 茂 広 

   ４番  植 田 誠 司 

   ５番  西 村 宣 之 

   ６番  大 野 直 樹 

   ７番  三 好 重 徳 

   ８番  岡 田 芳 正 

   ９番  井 上 博 道 

  １０番  川 﨑 泰 史 

  １１番  福 家  功 

  １２番  福 家 利 智 子 

  １３番  横 井  薫 

  １４番  鈴 木 義 明 

  １５番  河 野 雅 廣 

  １６番  安 藤 利 光 

 

欠席議員 

  なし 

会議録署名議員 

    ６番  大 野 直 樹 

    ７番  三 好 重 徳 
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職務のため出席した者の職氏名 

 議 会 事 務 局 長  水 谷 香 保 里 

 総 務 課 長 補 佐  福 家 孝 司 

 議 会 事 務 局 書 記  戸 城 静 佳 

 

 

地方自治法１２１条による出席者の氏名 

 町 長  前 田 武 俊 

 副 町 長  谷 岡  学 

 教 育 長  松 井 輝 善 

 参 事 兼 総 務 課 長  松 本 正 人 

 生 涯 学 習 課 長  岡 下 進 一 

 建  設  課  長  辻 井   武 

  

 

 

傍聴人   ０人 
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議  事  日  程 

 

 １０月 ８日（金）午前１０時００分開議 

 

 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 会期決定について 

第 ３ 議案第 １号 工事請負契約の締結について 

（令和３年度町道北小路北線道路改良工事） 

第 ４ 議案第 ２号 工事請負契約の締結について 

（令和３年度綾川町立昭和公民館エレベーター設置工事） 

第 ５ 報告第 １号 所管事務調査通知書について 

  



4 

令和３年 第７回 綾川町議会臨時会  

１０月８日 午前１０時００分開会 

 

〇議長（河野）おはようございます。只今、出席議員は１６名であります。定足数に達し

ておりますので、只今から、令和３年 第７回 綾川町議会 臨時会を開会致します。 

また、今臨時会も、新型コロナウイルス感染予防対策として、議場のドアの開放、理

事者側出席者の縮小、ソーシャルディスタンスによる座席の配置などに考慮した議会

運営と致します。併せて、「録画用ビデオカメラ」の撮影も許可しておりますので、皆

様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

〇議長（河野）これより本日の会議を開きます。 

〇議長（河野）日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会

議規則第１１６条の規定により、６番大野直樹君、７番三好重徳君の両名を指名致し

ます。 

〇議長（河野）日程第２、「会期決定について」を議題と致します。議会運営委員長の報

告を求めます。 

〇議長（河野）議会運営委員長、三好重徳君。 

〇議会運営委員長（三好重）はい、議長。 

〇議長（河野）三好君。 

〇議会運営委員長（三好重）はい。７番、三好です。 

〇議会運営委員長（三好重）おはようございます。只今、議長より求められました、「日

程第２ 会期の決定」について、ご報告申し上げます。本件に関しましては、１０月６

日、第２会議室において、当委員会を開催致しました。委員会の開催にあたりまして

は、議会から議会運営委員会の委員６名と、河野議長及び議会事務局長が出席し、当局

からは前田町長、谷岡副町長、松本参事の出席を求め、本臨時会に付議される案件の内

容について説明を受け、諸般の協議を行いました。それでは、当委員会における協議の

結果について、ご報告致します。 

まず、今般の令和３年 第７回 臨時会に際し、提出予定議案として、説明のあった

ものは、執行部より、工事請負の契約案件２件、並びに、議会より、各常任委員長から

の所管事務調査通知書に係る報告案件１件であり、お手元配布の議事日程のとおりで

あります。当委員会として、いずれの案件も緊急性の高いものとして、臨時会を開催し、

上程することが適当として認めたものであります。 

次に議案審議の方法について、ご報告致します。この後、町長より提案理由の説明を

受け、上程されました議案を、それぞれ所管する各常任委員会に付託し、本会議を暫時

休憩と致します。その間に、まず、総務常任委員会を、続いて、建設経済常任委員会を

順次、開催いただき、審議願う事と致しました。その後、本会議を再開し、各委員長の

報告を受けた後、質疑、採決と進め、本臨時会を閉会致したいと考えております。 

従いまして、今臨時会の「会期の日程」につきましては、議案件数及び内容等を考慮
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し、本日１日間と決定致しました。以上が、今臨時会に関する審議の概要であります。 

最後に、議事進行につきましては、会議規則を遵守し、効率よく適正かつ円滑な議会

運営となりますよう、議員各位の格段のご協力をお願い申し上げまして、議会運営委員

会の報告と致します。 

〇議長（河野）続きまして、日程第３、議案第１号、「工事請負契約の締結について」及

び日程第４、議案第２号、「工事請負契約の締結について」を、一括議題と致します。 

〇議長（河野）本件について、只今より提案理由の説明を求めます。 

〇議長（河野）前田町長。 

〇町長（前田）はい、議長。 

〇議長（河野）町長。 

○町長（前田）はい、議長。 

〇町長（前田）おはようございます。提案理由を申し上げます前に、まず、町民の皆さま

に、これまでの新型コロナウイルス感染拡大防止に対するご理解とご協力に対しまし

て心よりお礼を申し上げます。新型コロナウイルス対応で全国２７都道府県に出され

ていた「緊急事態宣言」、「まん延防止等重点措置」は、９月３０日で、全て解除になり

ました。しかし、香川県独自の警戒レベルは、１０月８日まで、「感染拡大防止集中対

策期」として、感染対策の徹底が継続されております。 

綾川町においても、関係者のご理解・ご協力により４月１７日から始まったワクチン

接種は、１０月９日で集団接種を終える予定であります。個別接種は、町内医療機関に

おいて７月２６日から行っており、町の集団接種終了後も引き続き、実施していただく

ことになっております。これまでの経験から予断を許さない状況にありますので、町民

の皆さまの安全安心のため、感染拡大防止に取り組んで参りますので、引き続き、ご理

解とご協力をお願い致します。 

それでは、本日開会致しました第７回臨時会にご提案申し上げました議案２件につ

きまして提案理由のご説明を申し上げます。 

まず、議案第１号「工事請負契約の締結について」は、『令和３年度町道北小路北線

道路改良工事』について、指名競争入札を、去る９月１３日に執行致しました結果、西

原建設株式会社 代表取締役 西原俊作氏と消費税込み６千５０万円で仮契約を締結致

しましたので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるも

のです。 

次に議案第２号「工事請負契約の締結について」は、『令和３年度綾川町立昭和公民

館エレベーター設置工事』について、指名競争入札を、去る１０月４日に執行致しまし

た結果、株式会社高岸工務店 代表取締役 松木良太 氏と消費税込み９千１１９万円

で仮契約を締結致しましたので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会

の議決を求めるものです。 

以上、議案２件について提案理由を申し上げましたが、詳細につきましては、それぞ

れの常任委員会におきまして、担当課長よりご説明申し上げますので、ご審議の上、ご
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議決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

〇議長（河野）これをもって提案理由の説明を終わります。 

○議長（河野）お諮り致します。これより、委員会付託を議題と致します。議案第１号及

び議案第２号を、それぞれ所管する常任委員会に付託したいと思います。 

〇議長（河野）これにご異議ございませんか。 

（なしの声あり） 

〇議長（河野）異議なしと認めます。 

〇議長（河野）よって、議案第１号及び議案第２号をそれぞれ所管する常任委員会に付

託することに決定致しました。 

〇議長（河野）ここで、暫時休憩をとります。 

 

 

休憩    午前 １０時 ９分 

（休憩中に、総務・建設経済の各常任委員会を開催） 

再開    午前 １１時１７分 

 

 

〇議長（河野）休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

〇議長（河野）これより、委員長報告を行います。委員長の報告を求めます。 
〇議長（河野）総務常任委員長 大野直樹君。 

〇総務常任委員長（大野）はい議長。 

〇議長（河野）大野君。 

〇総務常任委員長（大野）それでは、総務常任委員会のご報告を申し上げます。 

本日１０月８日午前１０時１３分より、第２会議室において総務常任委員会を開催

致しました。委員全員と議長、執行部より町長、副町長、教育長、参事、関係課長及び

課長補佐、議会事務局より局長が出席しました。町長の挨拶を受けた後、早速審議に移

りました。本定例会で当委員会に付託された案件は１件で、これより審議の内容と経過

をご報告申し上げます。 

議案第２号「工事請負契約の締結について」執行部に説明を求めました。執行部より、

「令和３年度綾川町立昭和公民館エレベーター設置工事の指名競争入札を、去る１０

月４日に実施した結果、株式会社高岸工務店 代表取締役 松木良太氏と消費税込み

９，１１９万円で、１０月６日に仮契約を締結したので、地方自治法の規定により、議

会の承認が必要であり、本案を提出した。工事内容は、車いす対応が可能である１１人

乗りエレベーターの設置、それに伴う非常階段の設置、既存建物の改修、外構工事等で

ある。」との説明がありました。 

委員より、「工事費の内訳を示してほしい。」との質問があり、執行部より、「各種ご

との金額を示し、見積等によりできるだけ安価に設計している。」との答弁がありまし
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た。 

委員より、「トイレはウォシュレット対応か。また、館内のスリッパの対応は。」との

質問があり、執行部より、「トイレはウォシュレット対応ではない。同じ階にある対応

している多目的トイレを使用してほしい。スリッパ対応については、公民館によって対

応が違うが、公民館ごとに使用者の意見を伺いながら対応している。」との答弁があり

ました。 

委員より、「工事費について今後、追加はないのか。」との質問があり、執行部より、

「ボーリング、アスベスト等の調査を行い、十分調査は行っているが、設計時では分か

らない部分はどうしても出てくるので、ご理解をいただきたい。」との答弁がありまし

た。委員より、「工事内容を精査し、コストダウンを図ってほしい。」との要望がありま

した。 

他に質問はなく、執行部の原案どおり、委員全員異議なく承認を致しました。 

 すべての審議を午前１０時３３分に終え、総務常任委員会を閉会致しました。以上で

総務常任委員会の委員長報告を終わります。 
〇議長（河野）建設経済常任委員長 植田誠司君。 

〇建設経済常任委員長（植田）はい、議長。４番、植田です。 

〇議長（河野）植田君。 

〇建設経済常任委員長（植田）只今より、建設経済常任委員会の審議内容をご報告致し

ます。 

  本日、午前１０時３６分より午前１０時４５分までの間、常任委員会室において建

設経済常任委員会を開催致しました。出席者は、委員全員と議長、執行部より町長、副

町長、参事以下所管する職員の出席がありました。町長の挨拶を受けた後、本会議にお

いて当委員会に付託された１件の案件について、審議に入りました。これより審議の

経過と結果をご報告致します。  

議案第１号「工事請負契約の締結について」説明を求めました。執行部より、「去る

９月１３日、令和３年度町道北小路北線道路改良工事の指名競争入札を執行した結果、

西原建設株式会社 代表取締役 西原俊作 氏と消費税込み６千５０万円で、９月１

５日に仮契約を締結したので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、本案を

提出した。工事概要は、延長２７７．３ｍについて、既存農道部及び新設部共に５．５

ｍの幅員で整備を行うものである。」との説明がありました。 

委員より、「水路断面の拡幅による周辺部への影響」について質問があり、執行部よ

り「水路としては末端部に近いため、拡幅によって溢水等への対応も可能となる。」と

の答弁がありました。 

他に委員より質問はなく、委員全員異議なくこれを承認しました。 

以上で建設経済常任委員会の委員長報告を終わります。 

〇議長（河野）これをもって、委員長報告を終わります。 

〇議長（河野）これより、採決を行います。 
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〇議長（河野）議案第１号、「工事請負契約の締結について」を採決致します。 

〇議長（河野）本案を、原案のとおり、決することにご異議ございませんか。 

       （なしの声あり） 

〇議長（河野）異議なしと認めます。よって議案第１号は、原案のとおり、可決されまし

た。 

〇議長（河野）議案第２号、「工事請負契約の締結について」を採決致します。 

〇議長（河野）本案を、原案のとおり、決することにご異議ございませんか。 

       （なしの声あり） 

〇議長（河野）異議なしと認めます。よって議案第２号は、原案のとおり、可決されまし

た。 

〇議長（河野）日程第５、報告第１号、「所管事務調査通知書について」を議題と致しま

す。 

総務常任委員長、及び厚生常任委員長から、会議規則第７１条第１項の規定により、

所管事務調査通知書が、提出されております。内容については、報告第１号の記載のと

おりでありますので、説明は省略致したいと思います。これにご異議ございませんか。 

       （なしの声あり） 

〇議長（河野）異議なしと認めます。 

〇議長（河野）お諮り致します。本件について、通知書のとおり、承認することにご異議

ございませんか。 

       （なしの声あり） 

〇議長（河野）異議なしと認めます。よって、本件は、総務常任委員長、及び厚生常任委

員長からの通知書のとおり、承認することに決定致しました。 

〇議長（河野）以上で、本臨時会に付されました事件は、すべて終了を致しました。従っ

て、会議規則第７条の規定により、これをもって本日で閉会致したいと思います。 

〇議長（河野）閉会することにご異議ございませんか。 

（なしの声あり） 

〇議長（河野）異議なしと認めます。よって、本臨時会は閉会することに決定致しまし

た｡ 

〇議長（河野）これで、本日の会議を閉じます。令和３年第７回綾川町議会臨時会を閉会

致します。ありがとうございました。 

 

 

閉会   午前１１時２４分 

 


